
〈
歴
史
人
口
に
つ
い
て
〉

社
会
、
経
済
の
変
動
や
歴
史
の
発
展
を
論
ず
る
場
合
、
社
会
あ
る
い
は
国
家
の
主
体
が
人
間
の
集
団
即
ち
人
口
で
あ
る
限
り
、
人
口
に
関

す
る
研
究
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
人
口
に
関
す
る
統
計
は
原
始
的
な
形
で
は
古
く
か
ら
あ
り
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
戸
口
の
調
査
が
、
わ
が

国
で
は
奈
良
時
代
の
戸
籍
な
ど
の
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
人
口
統
計
が
学
問
的
な
研
究
の
対
象
と
な
り
は
じ
め
た
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ウ

ン
ト
］
○
言
の
国
匡
昌
（
一
六
二
○
～
一
六
七
四
）
、
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ペ
テ
ィ
ミ
言
四
日
も
２
９
（
一
六
二
三
～
一
六
八
七
）
、
ジ
ュ
ー
ス
・
ミ
ル
上

旨
の
の
冨
芹
面
二
七
○
七
～
一
七
六
七
）
を
噴
矢
と
す
る
。
当
時
は
中
央
集
権
国
家
成
立
の
初
期
で
、
兵
力
、
労
働
力
、
納
税
人
口
を
増
す
必

要
上
人
口
増
加
が
歓
迎
さ
れ
、
そ
の
た
め
統
計
学
の
中
心
は
人
口
統
計
の
分
析
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
人
口
統
計
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た

の
は
教
会
教
区
に
お
け
る
個
人
の
出
生
、
洗
礼
、
結
婚
、
死
亡
あ
る
い
は
埋
葬
な
ど
の
記
録
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
人
口
動
態
統
計
は
次
第

に
発
達
し
、
人
口
調
査
も
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
欧
米
諸
国
で
相
次
い
で
実
施
さ
れ
た
。
わ
が
国
で
も
享
保
年
間
（
一
七
二
○
年

代
）
か
ら
六
年
毎
に
所
謂
「
子
午
造
籍
」
と
し
て
、
皇
室
、
公
家
、
武
士
を
除
く
農
、
工
、
商
に
つ
い
て
の
全
国
人
口
調
査
が
公
の
制
度
と
し

て
実
施
さ
れ
た
。
か
く
て
人
口
統
計
学
は
よ
う
や
く
整
備
さ
れ
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
人
口
研
究
全
体
の
実
情
と
し
て
は
、
十
九
世
紀

特
別
講
演
①

飛
騨
の
庶
民
・
農
民
の
生
活
史
か
ら
得
ら
れ
た
も
の

ｌ
往
還
寺
過
去
帳
の
研
究

須
田
圭
三
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前
半
の
信
頼
す
べ
き
資
料
は
極
め
て
乏
し
く
、
そ
の
大
部
分
は
近
代
的
人
口
統
計
機
構
の
整
い
は
じ
め
た
十
九
世
紀
後
半
以
後
の
も
の
に
限

さ
て
、
昔
時
あ
る
一
定
地
域
に
於
て
ど
の
位
の
人
口
が
あ
り
、
出
生
、
結
婚
、
死
亡
等
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
即
ち
歴
史
人
口
の

衛
生
統
計
に
つ
い
て
は
、
人
口
学
史
、
社
会
経
済
学
史
、
衛
生
学
史
な
ど
の
専
門
家
に
よ
る
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
地
方
資
料
に
基
づ
く
累
積
的
、

実
証
的
研
究
の
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
少
な
く
と
も
一
九
五
○
～
一
九
六
○
年
代
は
、
人
口
史
研
究
基
礎
資
料
（
地
方
資
料
）
の

収
集
、
整
理
、
並
び
に
統
計
資
料
の
人
口
学
的
評
価
と
基
本
的
分
析
を
行
な
う
初
期
的
段
階
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

日
本
民
族
衛
生
学
会
で
は
地
域
公
衆
衛
生
活
動
を
前
進
せ
し
め
る
に
は
、
地
域
の
健
康
度
の
歴
史
的
諸
特
性
の
把
握
が
前
提
条
件
を
成
す

も
の
で
あ
り
、
か
つ
今
日
、
地
域
保
健
分
野
か
ら
強
く
要
請
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
研
究
展
開
の
方
途
と
し
て
過
去
帳
、
宗

門
改
帳
、
家
系
図
な
ど
の
古
記
録
を
計
量
的
、
質
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
活
用
が
可
能
で
あ
る
点
に
着
目
し
昭
和
三
十
三
年
以

来
、
数
多
く
の
研
究
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
さ
ら
に
昭
和
四
十
年
に
は
「
過
去
帳
研
究
委
員
会
」
（
委
員
長
安
部
弘
毅
）
が
結
成
さ
れ
、
方
法
論

の
統
一
と
研
究
作
業
上
の
意
志
統
一
を
図
っ
た
。
同
時
に
肝
心
の
資
料
と
な
る
前
記
の
古
記
録
類
は
戦
後
急
速
に
散
逸
消
滅
す
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
全
国
的
規
模
に
よ
る
強
力
な
収
集
記
録
が
緊
急
の
要
で
あ
る
と
し
て
、
丸
山
博
（
大
阪
大
医
）
、
西
川
愼
八
（
日
本
大
医
）
、
椿

宏
治
（
順
天
堂
大
医
）
、
諸
岡
妙
子
（
東
京
女
医
大
）
、
辻
義
人
（
福
島
医
大
）
、
柳
沢
文
徳
（
東
京
医
歯
大
）
、
安
部
弘
毅
（
久
留
米
大
医
）
、
渡
辺
定

（
成
城
大
）
、
永
田
捷
一
（
岐
阜
大
医
）
等
は
、
調
査
地
区
を
分
担
し
、
種
々
の
困
難
に
耐
え
て
資
料
の
発
掘
と
記
録
を
行
な
い
、
数
々
の
胄
重

な
報
告
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
田
欽
逸
は
「
過
去
帳
か
ら
み
た
昔
人
の
寿
命
」
（
昭
和
三
十
八
）
を
発
表
、
岐
阜
県
全
地
域
か
ら
二
五
一

力
寺
の
過
去
帳
を
調
査
し
て
膨
大
な
報
告
を
行
な
っ
た
。
日
本
大
学
文
理
学
部
の
菊
池
万
雄
は
独
自
の
立
場
で
「
回
向
院
過
去
帳
」
（
昭
和
四

十
五
）
を
発
表
し
て
い
る
。
一
方
、
上
記
ア
カ
デ
ィ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
地
方
の
医
師
の
地
道
な
研
究
も
行
な
わ
れ
た
。
仙
台
市
の
青
木

大
輔
は
全
く
独
自
の
立
場
か
ら
「
寺
院
の
過
去
帳
か
ら
み
た
岩
手
県
の
飢
饅
」
（
昭
和
四
十
二
）
を
発
表
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
処
の

寺
院
で
も
過
去
に
災
害
、
水
害
、
虫
害
等
の
種
々
の
厄
災
に
遭
っ
て
い
る
た
め
、
連
続
二
世
紀
に
わ
た
る
資
料
は
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
、

ら
れ
て
い
る
。
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②
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
よ
り
死
因
病
名
が
記
載
さ
れ
、
特
に
天
保
二
年
（
一
八
一
一
二
）
か
ら
嘉
永
五
年
二
八
五
二
）
ま
で
の
二
十
一
年
間

①
通
常
の
過
去
帳
に
み
ら
れ
る
俗
名
、
戒
名
、
死
亡
年
月
日
の
他
、
死
亡
年
齢
、
死
因
、
当
時
の
ト
ピ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ス
等
が
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
死
亡
年
月
日
と
死
亡
年
齢
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
生
存
の
軌
跡
が
判
明
し
、
個
人
、
個
人
の
そ
れ
を
集
積
す
れ

演
者
は
牛
菩
種
研
究
が
ほ
ぼ
一
段
落
し
た
時
点
（
昭
和
四
十
四
）
で
、
迷
信
研
究
当
時
飛
騨
各
寺
院
の
歴
史
を
調
査
し
た
折
り
、
高
山
市
に

隣
接
す
る
宮
村
の
往
還
寺
（
檀
家
戸
数
約
七
○
○
戸
）
過
去
帳
に
は
「
首
を
縊
っ
て
死
ん
だ
」
と
か
「
生
前
お
酒
飲
み
だ
っ
た
」
と
か
珍
し
い

記
事
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
の
で
往
還
寺
に
出
向
き
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
寺
院
の
創
建
は
約
五
○
○
年
前
で
、
過
去
帳
に
は
元
禄

元
年
二
六
八
八
）
か
ら
明
和
七
年
二
七
七
○
）
の
間
は
記
録
は
次
第
と
充
実
、
当
初
の
死
亡
者
数
は
二
十
名
程
度
で
あ
る
が
年
毎
増
加
し
、

所
々
に
死
因
も
記
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
尚
統
計
的
資
料
と
し
て
は
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
か
ら
の
記
録

は
研
究
時
点
に
至
る
二
六
○
年
間
連
続
し
て
、
死
亡
年
月
日
、
死
亡
年
齢
（
数
え
年
）
、
性
別
に
つ
い
て
も
殆
ど
記
載
さ
れ
て
あ
り
、
ま
た
年

間
死
亡
数
は
、
年
毎
一
○
○
名
～
一
五
○
名
（
天
保
八
年
の
飢
鐘
時
に
は
三
七
五
名
）
を
数
え
統
計
的
に
も
信
頼
し
う
る
数
値
で
あ
る
。
過
去
帳

記
載
の
物
故
者
数
は
調
査
時
点
ま
で
に
二
三
、
○
一
七
名
を
数
え
る
。
特
筆
す
べ
き
も
の
を
挙
げ
る
と

資
料
記
載
の
年
間
人
員
数
も
一
○
○
名
に
及
ぶ
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。

〈
歴
史
人
口
、
衛
生
統
計
の
算
出
法
〉

歴
史
人
口
の
算
出
に
は
先
ず
研
究
時
点
一
九
七
○
年
の
檀
家
の
年
齢
別
人
口
を
実
態
調
査
し
、
過
去
帳
記
録
に
よ
り
、
一
九
六
九
年
か
ら

は
ほ
ぽ
全
員
に
死
因
が
記
載
さ
れ
て
死
因
調
査
が
可
能
で
あ
り
、
嘉
永
五
年
以
後
は
死
因
病
名
と
し
て
は
記
載
さ
れ
な
く
な
る
が
自
殺
、

事
故
、
戦
死
等
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
大
略
明
和
八
年
か
ら
の
死
因
統
計
を
調
査
す
る
こ
と
が
出
来

プ

Q
O

ば
連
続
的
に
檀
家
の
歴
史
人
口
の
算
出
が
可
能
で
あ
る
。

〈
往
還
寺
過
去
帳
に
つ
い
て
〉
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来
る
。

遡
っ
て
年
毎
の
死
亡
数
、
死
産
数
、
年
齢
別
死
亡
数
を
調
査
し
た
。
さ
す
れ
ば
一
九
六
九
年
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
○
年
の
一
歳
児

は
出
生
し
て
い
な
い
か
ら
除
外
す
る
。
二
歳
児
以
上
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
一
歳
年
下
の
年
齢
で
あ
る
。
ま
た
一
九
六
九
年
の
死
亡
者
は
同
年

一
月
一
日
に
は
一
応
生
存
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。
従
っ
て
一
九
七
○
年
度
の
二
歳
以
上
の
各
年
齢
別
人
口
に
つ
い
て
は
夫
々
一
歳
少
な
い
年

齢
と
し
て
、
そ
れ
に
一
九
六
九
年
度
の
死
亡
者
に
つ
い
て
の
夫
々
年
齢
別
に
前
年
度
の
そ
れ
に
加
算
す
れ
ば
一
九
六
九
年
の
年
齢
別
人
口
が

判
明
す
る
。
一
歳
児
は
出
生
数
に
当
た
る
。
か
く
て
年
次
を
順
次
、
遡
れ
ば
、
年
次
毎
の
年
齢
別
人
口
が
算
出
出
来
る
。
既
に
年
次
毎
の
年

齢
別
死
亡
数
、
死
産
数
が
判
明
し
て
い
る
か
ら
必
然
的
に
出
生
率
、
死
亡
率
、
年
齢
別
、
年
齢
階
層
別
死
亡
率
、
平
均
余
命
等
々
を
算
出
出

〈
死
因
統
計
、
そ
の
他
解
明
し
得
た
こ
と
〉

死
因
病
名
に
つ
い
て
は
江
戸
後
期
の
古
医
方
に
よ
り
記
載
し
て
あ
る
。
従
っ
て
現
在
の
病
名
と
は
直
ち
に
比
較
は
出
来
な
い
が
、
自
殺
、

事
故
に
つ
い
て
は
昔
も
現
在
も
変
わ
り
な
く
、
願
、
か
さ
、
は
そ
の
ま
ま
受
け
て
よ
い
。
庖
瘡
、
傷
寒
、
痢
病
、
麻
疹
は
急
性
伝
染
病
と
考

え
て
よ
い
。
ま
た
、
水
子
は
流
産
と
解
さ
れ
、
死
産
は
「
死
ん
で
生
ま
る
」
「
胎
死
」
と
記
載
し
て
あ
り
、
一
方
半
身
病
、
卒
中
、
中
風
も
解

釈
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
病
名
は
一
○
八
種
類
を
数
え
る
が
、
大
方
は
判
断
可
能
で
あ
っ
た
。
か
く
て
死
因
統
計
も
解
明
出
来
た
。

こ
の
研
究
で
歴
史
人
口
の
他
、
人
口
増
加
期
に
於
て
の
産
児
制
限
、
育
児
制
限
と
考
え
ら
れ
る
水
子
、
間
引
の
実
態
、
両
者
の
相
関
関
係
、

丙
午
迷
信
が
出
生
率
に
与
え
た
影
響
と
そ
の
由
来
の
追
求
、
天
保
飢
饅
の
惨
状
、
伝
染
病
特
に
萢
瘡
に
よ
る
死
亡
の
実
態
に
つ
い
て
も
詳
細

に
報
告
し
、
そ
の
後
は
補
足
的
に
受
胎
現
象
の
周
期
的
変
動
、
往
時
の
私
生
児
、
双
生
児
の
動
向
、
神
が
人
間
に
与
え
た
寿
命
等
の
研
究
を

行
な
っ
た
。
特
に
寿
命
の
問
題
に
つ
い
て
は
十
数
年
を
経
た
現
在
、
東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
（
松
崎
俊
久
）
の
見
解
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る

こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
そ
の
後
一
時
病
臥
の
為
、
研
究
は
中
断
し
た
が
、
回
復
後
は
国
道
四
十
一
号
線
沿
い
の
主
な
市
町
村
寺
院
過
去
帳
を

調
査
し
、
飢
饅
の
折
り
に
は
、
何
れ
の
寺
院
で
も
死
亡
者
は
同
年
、
同
月
に
増
加
し
て
い
る
が
、
庖
瘡
の
折
り
は
地
域
毎
に
差
が
あ
る
こ
と

に
着
目
し
て
、
飛
騨
に
於
け
る
庖
瘡
伝
染
の
概
況
を
報
告
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
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以
上
過
去
帳
研
究
の
大
綱
を
述
べ
た
が
、
長
期
間
に
わ
た
り
死
亡
年
齢
と
死
因
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら

の
正
確
な
歴
史
人
口
を
算
出
以
来
、
死
因
統
計
に
大
き
く
寄
与
出
来
た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
岐
阜
県
・
須
田
病
院
）

1ハ向
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